
外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

対
す
る
附
帯
決
議

平

成

三

十

年

四

月

三

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

国
際
観
光
旅
客
税
の
導
入
に
当
た
り
、
課
税
の
対
象
で
あ
る
出
国
者
に
混
乱
を
来
さ
な
い
よ
う
国
内
外
に
お
い
て
新
制
度

の
周
知
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
周
知
に
当
た
っ
て
は
、
納
税
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
国
際
観
光
旅
客
税
の
受

益
と
負
担
の
関
係
に
つ
い
て
丁
寧
な
説
明
を
行
う
こ
と
。

二

国

際

観

光

旅

客
税

を

財
源

と
す

る

施
策

を

実
施

す

る
た

め
の

予

算
の

配
分

に

当
た

っ

て
は

、
透

明

性
や

公

平
性

を

確
保

し
、
使
途
を
厳
格
に
す
る
こ
と
。

三

国
際
観
光
旅
客
税
の
税
収
を
充
当
す
る
三
分
野
に
つ
い
て
は
、
予
算
の
適
正
な
運
用
と
透
明
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

無
駄
遣
い
や
野
放
図
な
歳
出
拡
大
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
公
正
な
第
三
者
機
関
等
に
よ
る
執
行
状
況
を
厳
正
に
監
視
す
る

体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

四

国
際
観
光
旅
客
税
の
税
収
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
本
法
施
行
後
三
年
を
目
途
に
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
結

果
を
公
表
す
る
と
と
も
に
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

五

国
際
観
光
旅
客
税
を
財
源
と
す
る
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
負
担
者
で
あ
る
日
本
人
と
訪
日
外
国
人
旅
行
者
双
方
が

直
接
的
に
受
益
を
実
感
で
き
る
使
途
に
充
当
す
る
べ
き
で
あ
り
、
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
で
快
適
か
つ
安
全
・
安
心
な
旅
行
が
実



感
で
き
る
よ
う
、
出
入
国
手
続
の
簡
素
化
、
保
安
検
査
の
円
滑
化
・
厳
格
化
等
、
空
港
や
港
湾
に
係
る
環
境
整
備
の
充
実
を

図
る
こ
と
。

六

外
国
人
観
光
旅
客
の
地
方
誘
客
の
拡
大
に
つ
な
が
る
観
光
地
づ
く
り
の
実
現
に
意
欲
的
な
地
域
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
、

文
化
財
の
保
護
に
も
配
慮
し
た
観
光
資
源
の
商
品
化
及
び
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
並
び
に
人
材
及
び
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
等
に
係

る
支
援
を
行
う
こ
と
。

七

外
客
来
訪
促
進
計
画
の
策
定
等
を
行
う
た
め
の
協
議
会
が
組
織
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
多
様

な
主
体
に
よ
る
均
衡
の
取
れ
た
構
成
に
よ
り
適
切
か
つ
円
滑
に
運
営
さ
れ
、
そ
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
支

援
に
努
め
る
こ
と
。

八

外
国
人
観
光
旅
客
利
便
増
進
措
置
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
意
見
聴
取
を
十
分
に
行
う
と
と
も
に
、
公
共
交
通
事
業
者
等
に

対
す
る
必
要
な
支
援
等
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
二
次
交
通
や
三
次
交
通
の
充
実
・
強
化
等
を
図
る
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

九

国
際
観
光
旅
客
税
は
出
国
す
る
日
本
人
も
課
税
対
象
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
際
交
流
に
資
す
る
ア
ウ
ト
バ
ウ
ン
ド
の
活

性
化
に
つ
な
が
る
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


